
平成２７年１１月１２日

保健福祉局障害福祉課

指定管理者候補の選定結果について 

下記のとおり、指定管理者の「候補」が選定されました。指定管理者の指定につい

ては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があり、

平成２７年１２月議会の議決を経た後に正式に指定することとなります。 

１ 指定概要 

（１）施設概要 

  名 称：北九州市立小倉南障害者地域活動センター 

    所在地：北九州市小倉南区横代北町四丁目１２番１号 

    施設内容

①施設概要 

     敷地面積：約６，０２６㎡ 

     構  造：鉄筋コンクリート造２階建 

     規  模：延床面積約３，２３９㎡ 

②事業内容 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下

「障害者総合支援法」）に基づく生活介護 

・障害者総合支援法に基づく短期入所 

・障害者総合支援法に基づく施設入所支援 

・障害者総合支援法に基づく就労移行支援 

・障害者総合支援法に基づく就労継続支援 等 

（２）指定期間 

    平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

（３）指定管理者候補の概要 

    名 称：社会福祉法人 北九州あゆみの会 

    所在地：北九州市戸畑区汐井町１番６号 

    主な業務内容：①第１種社会福祉事業（障害者支援施設の経営ほか） 

②第２種社会福祉事業（障害福祉サービス事業ほか） 

③その他市受託事業 

（北九州市肢体不自由児（者）ペアレントスクールほか） 

２ 指定の経緯 

平成２７年５月２５日 指定管理者検討会の開催（条件付き公募方式採用の妥

当性検証） 
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平成２７年８月３日  申請受付開始 

平成２７年８月１０日 申請締め切り 

平成２７年９月３日  指定管理者検討会の開催（提案書等審査） 

平成２７年１０月   指定管理者候補を決定

３ 選定方法 

指定管理者の選定に当たっては、学識経験者や専門家等による指定管理者検討

会を開催し、条件付き公募方式採用の妥当性及び申請者から提案された事業計画

書等について検討を行いました。市は、検討会の検討結果を参考に条件付き公募

方式の採用を妥当と判断し、指定管理者候補を決定しました。 

４ 検討会構成員   

・[民間経験者] 大野 元次（北九州市知的障害者相談員協議会 副会長） 

・[民間有識者] 緒方 有為子（北九州福祉サービス株式会社 統括部長）  

・［学識経験者］門田 光司（久留米大学 教授） 

・［公認会計士］松田 融（松田会計事務所） 

・[学識経験者] 向笠 雄介（株式会社日本政策投資銀行九州支店企画調査課調査役） 

【臨時員】 

※ 五十音順  

 ※ 条件付き公募方式採用の妥当性を検証するに当たっては、公民連携や民間活力の導 

入の推進に関する視点が特に必要であるため、臨時員を招集しました。 

５ 条件付き公募方式採用について 

（１）条件付き公募とする理由 

管理運営を任せる事業者が特定される施設であるかという視点（①利用者との

継続的な信頼関係が「とくに」必要である施設かどうか、②人材について、高度

な専門性が「とくに」必要である施設かどうか、③人材の育成に長期間「とくに」

必要である施設かどうか）で検討した結果、小倉南障害者地域活動センターの指

定管理者の選定に条件付き公募方式を導入することとしました。 

   別紙１「条件付き公募とする理由」のとおり 

（２）条件付き公募方式採用の妥当性検証 

構成員 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

妥当性 有 有 有 有 有 

（３）検討会における主な意見 

・平成１４年度より小倉南区において障害者の介護、就労支援に取り組んでいる。
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専門性の高い障害者支援を要する事業であり、長年取り組んでこられた実績より、

妥当と言える。 

 ・北九州あゆみの会は、長年にわたり障害者の為に専門的に取り組んでいる団体で

あるため、指定管理施設として任せて妥当であると思う。

 ・特にボランティアの受入れ、更に地域住民との交流かつ積極的に実施される等、 

障害者施設として適切に運営されている事を評価する。 

 ・継続性の重要性は理解できるが、より合理的な経営や知恵出しの観点からも一般

公募できないか、検討をお願いしたい。 

６ 選定基準 

選定基準（＝審査項目）及びポイント

１ 指定管理者としての適性

（１）施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針

① 応募団体が、市の当該分野における基本的な政策や計画、あるいは施設の設置目的や性格等
を十分に理解した上で、それらに適合した管理運営（指定管理業務）に対する理念や基本方針
を持っているか。

（２）安定的な人的基盤や財政基盤 

① 長期間安定的な管理運営（指定管理業務）を行っていくだけの人的基盤や財政基盤等を有し

ており、又は確保できる見込みがあるか。

（３）実績や経験など 

① 応募団体が同様、類似の業務の実績を有しており、成果を上げているか。

② 応募団体が施設の管理運営（指定管理業務）に関する専門的知識や資格、経験を十分に有し
ており、熱意や意欲を持っているか。

２ 管理運営計画の適確性

【有効性】 

 （１）施設の設置目的の達成に向けた取組み 

① 施設の管理運営（指定管理業務）に係る事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、
施設の設置目的に沿った成果が得られるものであるか。

② 施設の利用者の増加や利便性を高めるための実施可能な提案があるか。

③ 施設の設置目的に応じた営業・広報活動に関する効果的な提案があるか。

④ 利用者の障害特性等に応じた適正なサービス提供計画（個人計画）の作成等についての提

案があるか。

 ・発達向上 ・社会性の向上 ・身体機能の維持、向上 ・自立支援 など

⑤ 利用者の家族支援（障害者を介護する保護者等）についての基本的な考え方や具体的な取

り組み等の提案があるか。

（２）利用者の満足度

① 利用者の満足が得られるよう十分に考えられているか。

② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築しているか。

③ 利用者からの苦情に対する対策が十分に考えられているか。 

④ 利用者への情報提供が図られるよう十分に考えられているか。 

⑤ 利用者のニーズ等に沿った取り組み（社会参加や生きがいづくりなど）が考えられている
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か。 

⑥ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な提案がなされているか。 

  ※就労移行支援・就労継続支援のサービスを提供する施設は、以下を提案に記載すること。

   利用者の一般就労、工賃（賃金）の向上のための具体的な取り組みが考えられているか。

【効率性】

（３）指定管理料及び収入

① 指定管理業務に係る費用（指定管理料）が最小限に抑えられているか。

② 収入が最大限確保される提案であるか。 

③ 完全利用料金制の場合、市に対して収益の一部を納付する提案があるか。 

（４）収支計画の妥当性及び実現可能性

① 収支計画が妥当かつ、実現可能な提案であるか。

② 経費の配分は適切であるか。

③ 積算根拠は明確であるか。 

④ 再委託が適切な水準で行われているか。 

【適正性】

（５）管理運営体制など

 ① 施設の管理責任者、管理体制が明確に示されているか。 

 ② 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であるか。 

 ③ 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員が必要な資格、経験などを有しているか。

 ④ 職員の資質・能力向上を図るよう考えられているか。 

 ⑤ 地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開が図られるものであるか。 

（６）平等利用、安全対策、危機管理体制など

 ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が十分に考えられているか。 

 ② 施設の利用者に対する人権が尊重され、また、身体拘束及び虐待等の防止策が十分に考え

られているか。 

③ 利用者が限定される施設の場合、利用者の選定が公平で適切に行われるよう配慮されてい
るか。 

 ④ 日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応などが十分に考えられているか。 

 ⑤ 衛生管理及び感染症防止への対応策が十分に考えられているか。 

 ⑥ 防犯、防災対策や非常災害時の危機管理体制などが十分考えられているか。 

７ 審査結果 

（１）適 否 

団体名 
選定基準（＝審査項目） 

及びポイント 

構成員 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

社会福祉 

法人 

１ 指定管理者としての適性

(1) 施設の管理運営（指定管理業務）に対す

る理念、基本方針
適 適 適 適 

(2) 安定的な人的基盤や財政基盤
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北九州 

あゆみの会
(3) 実績や経験など

２ 管理運営計画の適確性 

 【有効性】 

(1) 施設の設置目的の達成に向けた取組み 
適 適 適 適 

(2) 利用者の満足度

【効率性】 

(3) 指定管理料及び収入
適 適 適 適 

(4) 収支計画の妥当性及び実現可能性

【適正性】

(5) 管理運営体制など
適 適 適 適 

(6) 平等利用、安全対策、危機管理体制など

（２）検討会における主な意見 

【指定管理者としての適性】 

 ・三障害に対応する施設として、設置目的が明瞭であり、適格な管理運営がなさ

れていると思われる。 

 ・安定した財政基盤をもち、充分な管理運営が可能と認める。 

 ・人材育成、新人研修など段階的に実施され、それが現場にも活かされるよう工

夫されている。 

 ・長年の実績があり、障害者の社会的自立に向けた支援を行う専門施設として適

正といえる。 

【管理運営計画の適確性】 

 ・中・長期的に努力目標を掲げられて着実に実践できるよう努力している。 

 ・利用者の満足度が平均 79％で、食事メニューの多様化や苦情解決制度も設けて

おり、適正といえる。ただし、施設入所者の満足度は 71％と低率のため、今後

の改善が望まれる。 

 ・収支計画、経費配分等、適正といえる。 

 ・多角的に事業を展開し、福祉分野のみでなく医系の人材も重点的に配置し、専

門性を高めている。研修も十分実施し、職場の活性化が図られている。 

 ・各種対応マニュアルを作成し、防災・安全対策に努めている。今後はマンネリ

にならないよう見直し、改善を図ってもらいたい。 

 ・総体的に問題はないと認める。新会計基準にいち早く対応しているのは評価が

高い。 

８ 選定結果 

市は、検討会の検討結果を参考に、社会福祉法人 北九州あゆみの会を指定管理

者候補に選定しました。 

（１）選定された団体の主な提案内容 

別紙「提案概要」のとおり 
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（２）市における主な選定理由 

・長年にわたり、法人立の障害者・障害児施設の運営を行っており、障害福祉

に関する専門的知識や経験、ノウハウを有している。小倉南障害者地域活動

センターについても、平成１４年の開設当初から円滑に管理運営を行ってき

た実績がある。 

・平成１８年度からは、指定管理者として施設の管理運営を行っている。施設

の設置目的等についてよく理解しており、施設の管理運営に関して強い意欲

が感じられる。 

・法人全体で、職員の定着や処遇改善等、人材の確保に積極的に取り組みを行

っており、成果を出している。また、各種の研修制度等の仕組みにより、職

員の資質向上等に努めている。 

・十分な基本財産を有しており、財政基盤は安定している。また、新しい会計

基準にもいち早く対応している点も評価できる。 

・利用者ニーズに基づく個別支援計画の策定、社会参加の推進、苦情対応、情

報提供など、実績を踏まえた提案がなされている。 

９ 提案額 

０円（平成２８年～３２年度の各年度）
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別紙１ 

条件付き公募とする理由 

本施設は、入所機能を有する施設であり、利用者は生活の場として、２４時間、運

営団体と接する状況であるため、他の施設と比べ利用者と職員は密接な関係であり、

「利用者との継続的な信頼関係がとくに必要と認められる施設」といえる。 

また、重たい障害のある人が多く利用している施設でもあるため、支援を多く必要

とし、高度な専門性・経験が必要な施設であり、「人材について、高度な専門性がとく

に必要な施設」、「人材の育成に長時間とくに必要な施設」ともいえる。 

 さらに、現法人は、長年にわたり法人設立の障害者施設等の運営を行っており、障

害福祉に関する専門的知識や経験、ノウハウを有している。小倉南障害者地域活動セ

ンターについても、平成１４年の設立当時より管理運営を行っており、信頼と実績を

積み重ねている。 

なお、毎年度の指定管理者事業評価においても適正な管理運営がなされていると判

断されており、地域との交流も継続的に取り組み、ボランティアの育成や積極的な職

場実習の受入れなど、将来の福祉人材の育成にも貢献を果たしているといえる。 

ついては、本施設の公募方法は、「条件付き公募」方式の採用が適していると考える

もの。 
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提 案 概 要

（北九州市立小倉南障害者地域活動センター 指定管理者） 

団体名： 北九州市立小倉南障害者地域活動センター                     

１ 指定管理者としての適性について 

（1）施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針 

社会福祉法人北九州あゆみの会基本理念「障害のある人々の尊厳を守り、自立を支援し、そ

の家族及び理解ある人々と協同し、地域社会に共感と互助の輪を広げることを基本的使命とし

ます。」を基に、小倉南障害者地域活動センター運営方針を掲げています。 

＜小倉南障害者地域活動センター運営方針＞ 

利用者一人ひとりの人格を尊重しながら、自立と社会参加を目指して、個々のニーズに応じ

た生活の場を提供し、障害者福祉の向上に努めます。  

1 利用者一人ひとりのニーズに応え、自己選択・自己決定を尊重した生活の場を提供します。

  2 明るく、笑顔と元気のある支援に努めます。 

  3 技術や知識の習得に努めるとともに、業務の工夫改善に努めます。 

4 地域や学校、福祉関係機関との協力及び連携関係を深めます。 

5 虐待に対する体系的整備とマニュアルの運用を図ります。 

（2）安定的な人的基盤や財政基盤 

「長く働ける職場づくり」を目指し、職員の処遇改善を積極的に行っています。その結果、

職員の離職率が大幅に改善され、安定した人的基盤を得ることができています。併せて「女

性が働きやすい職場づくり」が評価され、平成 23 年「ワーク・ライフ・バランス表彰」を

受けました。また、法人で「中期計画（27 年～31 年）」を策定し、国の動向、近い将来の

施設整備等に対応するため、法人全体で財産基盤の充実と確立を目指しています。 

（3）実績や経験など 

 昭和 52年の法人設立以来より培ってきた「幼児」から「大人」まで、「障害の軽い方」か

ら「手厚い介護が必要な方」まで、さらに「身体障害」「知的障害」「精神障害」と多種・多

様な障害特性に対応する専門的知識・技能を蓄積しています。 

円滑な管理運営組織を構築するため、職員の確保と育成に努めてきました。 

２ 管理運営計画の適確性 

【有効性】に関する取組み 

（1）施設の設置目的の達成に向けた取り組み 

 当センターでは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、自立と社会参加を目指して、一人ひ

とりのニーズに応じた生活の場の提供に努めます。併せて全事業所が安心・安全・快適なサ

ービスの提供のため、サービスの工夫・改善に努めます。 

施設の利便性を高めるため、利用者の要望や家族の声の収集に努め、施設送迎の工夫、短

期入所の柔軟な受け入れ、地域・学校等関係機関との連携強化に取り組みます。 

施設設置目的の広報活動では、広報誌によるもの、ホームページの活用、見学・実習生の

積極的な受け入れなどの取り組みを行います。  

《様式 9》
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（2）利用者の満足度 

 利用者満足度の向上・維持に向けた取り組みの第一歩として、ニーズの把握（食事に関するこ

とや満足度アンケート等）に努めます。また、利用者代表と月1回意見や活動の提案などについ

て話し合う機会を設け実際の支援により具現化するよう努めます。 

 利用者の多様なニーズに応えるために外部機関（美容室や歯科）との連携や、個別外出に必要

不可欠なボランティア育成を施設が中心となって行うなど、施設独自の取り組みを掲げています。 

【効率性】に関する取組み 

（1）指定管理業務に係る経費 

物品の購入を計画的に行うことはもとより、事業所間の共同利用や積極的な省エネで水光熱

費の節約を図るなど経営努力に努めます。

（2）経費の低減や収入の増加に向けた創意工夫 

物価の変動等で利用者負担増にならぬよう、外部委託業務を点検し、委託契約更新時に改善 

を求め、業者変更も検討します。また、専門業者のノウハウを活用し、給食や清掃等について

業務の再委託を行い、経費節減に努めます。 

【適正性】に関する取組み 

（1）管理運営体制など 

施設管理体制について、センター長・副センター長を管理者とし、以下の5部門にサービ 

ス管理責任者となる統括主任及び主任を置き、管理運営に必要な専門知識や実務経験のある職

員をリーダーとして各部門へバランス良く配置、管理しています。 

1 障害者支援施設・短期入所事業   2 放課後等デイサービス事業 

3 生活介護事業レインボー      4 就労移行支援事業 

5 就労継続支援B型事業  

（2）平等利用、安全対策、危機管理体制など 

利用希望者には見学・面談・聞き取りを行い、利用者の障害支援区分や障害特性等の情報の 

みで判断せず、医療情報・食事情報等の総合的に検討し、利用者を公平・平等に決定します。 

安全対策・防災対策については各種マニュアル（不審者対応マニュアルや防災マニュアル、

感染症マニュアル等）を整備、定期的な職員研修を実施し、安全対策に努めています。また日

常の各業務についても「業務マニュアル」を作成していますが、今後も改善をしながら、事故

防止に役立てて行きます。 

提案額（千円） 

28年度 0 

29年度 0 

30年度 0 

31年度 0 

32年度 0 

※提案概要は、提案書の内容を２枚程度（Ａ４）にまとめてください。 

414



北九州市立小倉南障害者地域活動センター  

指定管理者 

提 案 書 

団体名： 社会福祉法人北九州あゆみの会  

《様式 10》
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1-(1) 施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針

ア 施設を管理する上での理念、基本方針について 

＜社会福祉法人北九州あゆみの会基本理念＞ 

障害のある人々の尊厳を守り、自立を支援し、その家族及び理解ある人々と協同

し、地域社会に共感と互助の輪を広げることを基本的使命とします。 

＜社会福祉法人北九州あゆみの会運営方針＞ 

 1 利用者の自己決定・自己選択を大切にしたサービス提供を行います。 

 2 地域福祉に貢献するため、地域との連携を深めます。 

 3 障害福祉サービスの水準の向上を図るために研修を進めます。

＜小倉南障害者地域活動センター運営方針＞ 

利用者一人ひとりの人格を尊重しながら、自立と社会参加を目指して、個々のニ

ーズに応じた生活の場を提供し、障害者福祉の向上に努めます。  

1 利用者一人ひとりのニーズに応え、自己選択・自己決定を尊重した生活の場

を提供します。 

  2 明るく、笑顔と元気のある支援に努めます。 

  3 技術や知識の習得に努めるとともに、業務の工夫改善に努めます。 

4 地域や学校、福祉関係機関との協力及び連携関係を深めます。 

5 虐待に対する体系的整備とマニュアルの運用を図ります。 

上記理念及び方針に基づき、各事業所相互に協力しながら施設の健全かつ安全なより

良より良いサービスの提供を目指します。 

さらに、利用の決定に当たっては、小倉南障害者地域活動センター施設の状況、提供 

するサービス、利用料等について資料（重要事項説明書）の提示と十分な説明を行い、

利用予定者や家族の理解を得た上で契約を交わします。 

※別添資料① 「利用契約書」及び  

別添資料② 「重要事項説明書」「サービス利用説明書」 参照 

別添資料①・②については生活介護レインボー使用分を例示します。

《様式 11》
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1-(2) 安定的な人的基盤や財産基盤 

ア 管理運営を行っていくための人的基盤、財産基盤について 

１ 処遇改善の実施 

当法人は障害福祉施設８施設と特定相談支援事業等2事業を運営しており、介

護福祉士・社会福祉士・保育士・児童指導員・精神保健福祉士などの専門職をは

じめ、障害関係の豊富な知識や経験を持つ職員を有しています。 

   平成 20年度・21年度2カ年をかけ、「長く働ける職場づくり」「利用者の皆 

  様に提供する障害福祉サービスの向上」を目指し、職員の処遇改善に取り組みま 

した。具体的には、正規職員の給与制度改正、嘱託職員等非正規職員の月額給与 

改善、夜間勤務に伴う手当額のアップ、賞与支給額の増額や臨時職員に対する賞

与の支給、福利厚生、法人の企画する研修に雇用条件に関係なくすべての職員が

参加できるなど職員研修の充実、正規職員登用・昇任など人事制度の改善を行っ

てきました。 

 その結果、職員の離職率が改善され、比較的安定した人的基盤を得ることがで

きました。 

特に「女性が働きやすい職場づくり」を目指しており、平成23年、北九州市

より「ワーク・ライフ・バランス表彰」を受けました。 

（参考）法人職員の有資格状況（平成27年 8月 1日現在） 

介護福祉士72名・社会福祉士5名・保育士30名・児童指導員4名 

精神保健福祉士2名・介護支援専門員2名等 

在職者数に占める有資格者率  ９１．９％ 

２ 財政基盤 

平成２７年度の報酬改定では、職員の処遇改善への加算や重度障害者への支援 

 が評価される一方、基本報酬の一部減額、加算の見直しが実施される等、実質的

に、これまでの運営姿勢では経営が厳しくなります。 

  そこで法人では、職員の処遇改善を継続しながら、実効性のある財政基盤を構

築すべく、すぐに5カ年の中期計画策定を行いました。計画では、加算算定に繋

がる人員配置や事業工夫、利用率向上の目標数値の算出等、収入を安定させる計

画を法人本部・各事業所と共に策定し目標として掲げています。 

  社会福祉法人の経営組織の在り方を念頭に、法人全体で安定した財政基盤の構

築に努めます。 

３ 法人中期計画の策定と北九州市障害福祉施策への貢献 

この度、法人は、中期計画（平成27年度～31年度の5カ年）を策定しまし

た。中期計画は、国や自治体の動向を踏まえ、人的基盤、財政基盤の充実と確立

を目指し、また、近い将来の施設整備に対応するために策定されたものです。 

  当該計画の実施を図り、市民や親の会・会員の要望実現に向けて、今後とも人

的基盤・財政基盤の安定を図るとともに、積極的な事業展開を推進して行く所存

です。北九州市障害者支援計画に協力し、北九州市障害福祉施策に貢献したいと

考えております。 
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1-(3) 実績や経験など

ア 同様、類似の業務の実績について 

   幼児から大人まで、また障害の軽い方から手厚い介護の必要な方まで、身体障

害・知的障害・精神障害と多様な障害特性に対応する専門的知識・技能を蓄積し

ています。 

＜社会福祉法人北九州あゆみの会の運営施設及び事業＞ 

  １ 障害者支援施設北九州あゆみの里（昭和58年開設／障害者支援施設定員50名・ 

短期入所事業定員4名、放課後等デイサービス事業定員10名） 

  ２ 北九州あゆみの里通所施設（昭和61年開設／生活介護事業定員10名、就労継続 

支援Ｂ型事業定員20名） 

    ３ 北九州第二あゆみの里通所施設（平成4年開設／生活介護事業定員21名、就労 

継続支援Ｂ型事業定員10名） 

  ４ 北九州第三あゆみ通所施設（平成24年開設／生活介護事業定員21名）

  ５ 北九州第四あゆみ通所施設（平成24年開設／生活介護事業定員21名、放課後等 

デイサービス事業定員10名） 

  ６  児童発達支援センター北九州市立北方ひまわり学園 

（昭和32年開設、平成13年運営受託、平成18年指定管理者受託／定員30名、保 

育所等訪問指導事業併設） 

  ７ 北九州市立小倉南障害者地域活動センター 

（平成14年開設・運営受託、平成18年指定管理者受託） 

（障害者支援施設定員 40 名・短期入所事業定員 4 名、生活介護事業レインボー定員

40名、就労移行支援事業定員 6名・就労継続支援Ｂ型事業定員 30 名・放課後等デイ

サービス事業定員20名（ただし、土曜日定員10名）） 

  ８ ケアホームあゆみ（平成24年開設／共同生活援助定員20名） 

  ９ ヘルパーステーションあゆみ（平成15年開設／居宅介護サービス）

   10  あゆみ相談支援事業所（平成26年開設／特定相談支援事業・障害児相談支援事業） 

＜法人が北九州市から委託されている事業＞  

   北九州市より委託を受けて、障害児（者）並びに保護者のための各種事業を 

  展開しております。 

  １ 北九州市肢体不自由児（者）ペアレントスクール 

  ２ 北九州市肢体不自由児（者）親子レクリエーション 

  ３ 北九州市在宅身体障害者レクリエーション事業（レクリエーションキャンプ） 
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イ 施設の管理運営に関する専門的知識や資格などについて 

1 当センター設立時から管理運営を適切に行っています。

社会福祉法人北九州あゆみの会は、平成１４年の当センター発足から、さらに平成１ 

８年から二期にわたり、指定管理者として当センターの管理運営を委託されています。 

   当初は、身体障害・知的障害・精神障害の三障害に対応する地域生活のよりどころの

センターとして発足しました。平成１8 年 4 月からは、「障害者自立支援法」の施行に

より、障害の垣根を無くし、より障害特性に配慮しながら、利用者個々のニーズを受け

止めるセンターとして新たなスタートを切りました。 

さらに平成25年 4月からは「障害者総合支援法」の理念に基づき「共生社会」を実

現するため、利用者の社会参加機会の確保と地域社会の連携を図っているところです。

併せて、市民の付託に応えるべく、安心・安全で良質のサービスを提供できる運営組

織を構築し、職員の資質向上等に努めてまいりました。結果、利用者に概ね満足いただ

ける施設として前進出来てきたと考えます。 

2 円滑な管理運営のために障害児教育や障害者福祉に経験豊富な者を管理者として配置

しています。 

管理者研修や経営管理に関する研修に積極的に参加し、管理者自ら自己研鑽に努める

ようにします。 

3 管理運営に必要な専門知識や、実務経験のある職員の確保と各事業所へバランスの良

い配置に努めています。 

   当センターは、利用者個々の障害特性に対応するため、介護福祉士、理学・作業療法

士等を各事業所に配置しています。

障害者支援施設（入所施設）には、重度の障害に対応するため介護福祉士を多く配置

し、生活介護レインボーにも看護師・理学療法士・作業療法士を兼務配置し、センター

全体では管理栄養士を配置しています。

外部折衝の機会の多い就労移行・就労継続支援には、実務経験と折衝力のある職員を

核となるよう配置しており、多様な障害特性に対応するため精神保健福祉士、社会福祉

士等の資格を持つ職員を配置し、利用者の支援向上に努めています。 

4 管理運営の要となる中堅職員養成と資格取得に努めます。 

職員の資格取得を積極的に奨励し、高い資質を有する職員の確保に努めます。

資格取得を支援するため、サービス管理責任者やジョブコーチなどの資格取得（就業

支援関係研修修了者）の研修に毎年３名程度派遣して、専門性の醸成とリーダーシップ

の育成に努めてきたところですが、今後も継続し、センター全体の質の向上を図ってい

ます。 
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2-(1) 施設の設置目的の達成に向けた取り組み

ア 施設の管理運営方針（事業計画）について 

１ 小倉南障害者地域活動センター運営方針

   当センターは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、自立と社会参加を目指して、一人

ひとりのニーズに応じた生活の場の提供に努めています。 

障害者支援施設（入所施設）では、常時介護を必要とする重度障害者を対象として受

け入れます。また、短期入所（ショートステイ）事業を実施し、家族の介護負担軽減や

家庭での急な用事やできごとの際の家族支援に積極的に取り組んでいます。 

通所部門では身体・知的・精神障害者を対象として、生活介護事業や就労継続支援Ｂ

型、就労移行支援事業を実施し、生活の質の向上及び就労支援に積極的に取り組みます。

加えて、新たに、障害のある児童・生徒を対象とした放課後・学校休業日の支援を目

的とした「放課後等デイサービス事業」にも積極的に取り組んでまいります。（※新規事

業11ページ （2）-1のアの（6）にて提案） 

センター内全事業所が次の（1）～（5）の事項を共通認識し、障害者福祉の向上に寄

与すべく、より良いサービスの提供を目指します。 

（1）利用者一人ひとりのニーズに応え、自己選択・自己決定を尊重した生活の場を提供します。

  （2）明るく、笑顔と元気のある支援に努めます。 

  （3）技術や知識の習得に努めるとともに、業務の工夫改善に努めます。 

（4）地域や学校、福祉関係機関との協力及び連携関係を深めます。 

（5）虐待に対する体系的整備とマニュアルの運用を図ります。 

上記理念及び方針に基づき、各事業所では事業計画書を作成しています。 

その際、送迎や行事の調整など各事業所相互が協力し合うこと、入浴設備や活動室な 

  ど施設の相互利用を工夫することなどに努め、センター内事業所の有機的な連携を図り 

ます。 

２ 事業計画作成における各事業所の重点課題 ～利用者の主なニーズに応える～

（1）障害者支援施設デイジー＜施設入所支援・生活介護事業＞（以下、入所施設）

・・・加齢に対応した、健康で充実した生活 

（食事の工夫、快適な排泄支援、地域社会への積極的な参加） 

（2）短期入所事業・・・・・・・可能な限りの利用ニーズへの対応 

（3）就労継続支援Ｂ型事業・・・生産活動の充実（工賃アップ） 

（4）就労移行支援事業・・・・・就労機会の増加 

（5）生活介護事業レインボー・・生活の質の向上のため余暇活動と生産活動の充実 

（6）【新規事業】放課後等デイサービス（※11ページに提案） 

・・・児童・生徒の放課後及び学校休業日の生活の充実 
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（7）全事業所・・・・・・・・・安心・安全・快適なサービスの提供 

① 噛む力・飲み込む力が弱くなった利用者のために「軟菜食」を提供します。 

② 職員媒介による感染症拡大の防止に努めます。 

③ 防犯体制を整備します。 

④ 「交通事故0」「飲酒運転撲滅」運動に取組みます。 

３ 重点課題達成の見通し 

（1）障害者支援施設デイジー（入所施設） 

～加齢に対応した、健康で充実した生活の提供に努めます～ 

76 歳を頂点に高齢化しつつある利用者に、健康で、充実した日々の生活を提供 

していきます。特に、「食べる力に合った嚥下調整食の提供」「排泄能力に対応した

おむつの提供」「地域参加等多様な外出の機会の提供」に努めます。 

    ①「嚥下調整食」は、現在は「軟菜食（やわらか食）」のレシピの完成を目指してい

ます。次に「軟菜食（押しつぶし食）」、さらに「なめらか食（ミキサー食、ゼリ

ー食）」と完成させていき、安全でおいしい食事づくりを推進します。 

項 目 ２8年度 ２9年度 30年度 31年度 32年度 

嚥下調整食の 

完成 

軟菜食 

（やわらか食）

軟菜食 

（押しつぶし食）

なめらか食 

（ミキサー食、ゼリー食）

    ②「おむつ」は、メーカーと連携研究した結果、使用している全員がほとんど漏れ

なくなりました。今後も尿意、便意のある方には、原則としてトイレでの排泄支

援に努めるとともに、その方に合った方法での排泄介助を追究します。 

    ③「地域参加等」は、コンサート鑑賞、野球観戦など「利用者個々の計画での外出」、

に焼き肉堪能など「同好グループでの外出」、忘年会など「全員での外出・会食」、

横代祭、横代児童館祭、TOTO 祭など「自由に地域行事に参加」、日常の「買い

物外出」「近隣の散歩」などを組み合わせて全利用者に多様な外出の機会を提供し

ていきます。そのため、「ボランティア入門講座」を開催し、活動支援ボランティ

ア受け入れを促進します。 

項目 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

地域への参加 月1回以上 

（2）短期入所事業 ～柔軟にニーズを受け止め、利用率維持に努めます～

夜間送迎など、利用者の希望に沿った幅広い対応を今後も継続します。また、セ

ンター内の他事業所や外部事業所を日中の活動で併用する方も受け入れるなど、多

様なニーズに応え、利用率の維持を図ります。 

項目 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

短期利用率 

（年間） 

90％以上を維持 

（一日 4人定員中 3.6人以上の利用） 
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（3）就労継続支援Ｂ型事業 ～生産活動を充実し工賃アップを図ります～

     企業からの受託作業を継続するとともに、「さをり織り」等のオリジナル製品を

開発し、販売を促進します。また、平成 25 年 9 月から開始した施設外就労（ク

ロスロード魚町＜週 2回＞・マキシム中津口＜週 1回＞・第三あゆみ通所施設＜

週 5 回＞）での清掃作業を継続し、利用者の作業意欲を高めるとともに工賃アッ

プにつなげます。

さらに、生産活動以外に、見聞を広める研修（社会・工場見学等）、調理活動や

レクリエーションを実施し、社会性の醸成に努めます。 

項 目 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

作業工賃の 

向上（月間） 

9,000 円    10,000 円

５カ年計画で 10%以上の収入額向上を目指します 

（4）就労移行支援事業 ～就労機会の増加に努めます～ 

     一般企業への就職の機会を増やすため、ハローワークでの求人検索、障害者職業

センターの紹介による職場実習を行うとともに、職業習慣の確立のための訓練や学

習会を行います。毎年1名以上の就労達成を目指します。

項 目 ２8年度 ２9年度 30年度 31年度 32年度 

就労達成数 

（年間） 

1名 1名 1名 1 名 1名 

6人定員中1名以上の就労達成を目指します 

併せて利用者の能力や障害の理解・啓発を図るとともに特別支援学校の卒業生や

就労継続支援Ｂ型利用の方へ「就労アセスメント」を実施します。

（5）生活介護事業レインボー ～生活の質の向上のため、生産活動と余暇活動を充実します～ 

介護度の高い利用者の障害特性や利用者の要望に応じて「生産活動」と「余暇活

動」を組み合わせたプログラムを作成します。 

作業を希望する方へは「やりがい」のある作業種目を開発し、余暇活動を希望す

る方へはカラオケ・ゲーム・映画鑑賞・音楽療法・ダンス教室・各季節行事など多

様な余暇活動のプログラムを取り入れます。また、看護師を常勤で配置し、利用者

の健康管理や体調不良者の処置を行います。さらに理学療法士・作業療法士を配置

し、リハビリを希望者に実施することで、利用率向上・維持に努め 30 年度以降は

利用率100％以上を目指します。 

項 目 ２8年度 ２9年度 30年度 31年度 32 年度 

１日平均 

利用者数 

38人 39人 40人 40人 40人 

３０年度以降利用率100％維持を目指します 

（40人定員中、定員以上の利用） 
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（6）【新規事業の提案】放課後等デイサービス事業

～児童・生徒の放課後及び学校休業日の生活の充実～ 

平成 25年 4月 1日の制度の変更に応じ、これまでの日中一時支援（放課後対策）

事業を「放課後等デイサービス事業」に移行しました。 

実施にあたり、市当局の指導・助言のもと、定員を 20 名とし、家庭のニーズに

応えるよう体制を整えています。今後も継続・実施します。 

体制として、児童発達支援管理責任者を配置し、学校や家庭と連携しながら利用

者一人ひとりの障害の特性や年齢・興味・関心に基づいた支援計画を作成し、サー

ビスを提供します。 

さらに機器や遊具を充実させ、多彩なレクリエーション活動（夏休み・冬休み）

や戸外活動を実施するとともに、理学療法士・作業療法士を配置し、リハビリを希

望者に実施することで29年度以降は利用率100％以上を目指します。 

項 目 ２8年度 ２9年度 30年度 31年度 32 年度 

１日平均 

利用者数 

平日 19.5 人

土曜  10 人

平日 20 人 

土曜 10 人 

平日 20 人 

土曜 10 人 

平日 20 人 

土曜 10 人 

平日 20 人 

土曜 10 人 

29年度以降利用率100％維持を目指します 

（平日20人、土曜10人の定員中、いずれも定員以上の利用）

（7）全事業所 ～安心・安全・快適なサービスの提供に努めます～ 

    ① 噛む力・飲み込む力が弱くなった利用者のための「軟菜食」を提供します。 

施設調理する給食に、「普通食」とは別に噛む力・飲み込む力が弱くなった利用

者のための「軟菜食」を提供します。「軟菜食」意義と安全を広く周知し、より安

全で食べやすく美味しいバランスのとれた軟菜食の在り方を追究します。 

② 職員媒介による感染症拡大の防止に努めます。 

感染症対策を重点的に取り組み、従来通りの取組み（手洗いや消毒）に加え、「感

染症ウイルス除去装置」の導入や、流行が懸念される時期には全職員がウィルス

ブロッカーを身に着けるなど、職員媒介による感染症拡大の防止に努めます。 

③ 防犯体制を整備します。 

      利用者の安全を考慮し、危機管理を徹底するため施設にて「不審者対応マニュ

アル」を整備しています。そのマニュアルを職員へ周知徹底し日常的に意識を図

るため、年１回小倉南警察署防犯係協力のもと実際に不審者が入ったことを想定

した防犯実践研修を実施します。 

④ 「交通事故 0」「飲酒運転撲滅」運動に取組みます。 

無事故継続を目指して、公用車鍵置き場に職員の意識を高める目的で「無事故

連続○日目」を掲示し、より慎重な運転を心がけるとともに、平成 25年 7 月以

降福岡県に「飲酒運転撲滅企業」として登録し、公用車の運転前に必ずアルコー

ル呼気チェックを行い、飲酒運転撲滅に積極的に取り組みます。
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４ 事業計画書の作成

各事業所の事業計画を、予算を立てながら策定します。

※ 別添資料③ 「平成27年度事業計画書」（全事業所） 参照 

イ 施設の利用者の増加や利便性を高めるための取り組みについて 

１ 利用者や家族、関係機関の声を謙虚に受け止め、サービス内容を改善します。

利用者・家族の声の収集はもとより、関係機関とも連絡を密にし、多様な情報を把握

し、活動プログラムなどの工夫・改善に生かします。 

生活介護事業レインボーや放課後等デイサービスにあっては「理学療法士」「作業療法

士」を兼務配置し、入浴やレクリエーション活動だけでなく、かねてからご家族の要望

であったリハビリを実施します。 

多様な情報を多角的に収集することから、利用者の声なき声に応えるよう努めます。 

２ より安心・より安全を目指し、人員配置基準よりも多く職員を配置します。 

当施設利用者の障害程度は、細やかで手厚い支援の必要な「重度」の方が大半を占め

ています。入所施設においては、看護師・生活支援員・訓練士合わせて、利用者 1.7 人

に対し職員1人の高い基準で配置し、土日祝祭日も、利用者がより安心して生活できる

体制を構築します。 

３ 利用者や家族に利便性のある送迎の工夫に努めます。 

利用者や家族の利便性のニーズに応えるためにドアｔｏドアによる送迎を可能な限り

進めます。複合施設の特性を活かし、各事業所間で情報を共有し、事業所間の横の協力

関係を深め、送迎コースや車輌を共有するなどにより、送迎コースを多様に組み、送迎

の効率化を図り、利便性の向上に努めます。 

４ 短期入所の利便性向上に努めます。

ご家族の多様なニーズに対応するため、複合施設であるセンターの機能を生かし、日

中は施設内で活動、終了後短期入所利用と横の連携を最大限に活かし、なにより安心し

て利用できるよう努めます。また、他法人事業所との併用の希望にも積極的に対応し、

利用者の要望に沿った支援に努めます。 

５ 将来の利用者増につながる情報提供に努めます。 

当センターの特色をより理解いただくため、特別支援学校を訪問し進路情報を提供す

  るなど関係を深める努力を続けます。 

また、児童生徒の見学や体験実習、特別支援学校高等部生徒の産業現場等の実習、大

学生・一般の方の資格取得のための実習、学校保護者の見学等を積極的に受け入れます。 

障害者への理解啓発に資するとともに、当センターの利用増につながると考えます。 
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ウ 施設の設置目的に応じた営業・広報活動に関する効果的な取組み 

1 社会福祉法人 北九州あゆみの会広報誌「あゆみ」発行（月１回）を継続します。 

※ 別添資料④ 会報「あゆみ」参照 

2 インターネットを通じて法人の活動を公開します。 

3 小倉南障害者地域活動センター広報誌「南風」（年３回発行）を継続します。 

※ 別添資料⑤ 「南風」参照 

4 見学者や実習生を積極的に受け入れ、学校や関係機関の希望を受け止めます。 

※ 平成 26年度実績 （見学者 352 名 実習生 91 名） 

※ 次頁 「平成26年度実習・研修受け入れ状況表」参照  

5 利用者・家族、学校等の関係者に、行事の知らせや感染症情報、災害対策等の情報提

供を丁寧に行い、理解と連携体制の促進を図ります。 

6 外部施設等で自主製品の販売（バザー）を通して施設活動の啓発及び障害者理解の啓

発に努めます。 

北九州市立総合農事センター（農林ショップ）や一丁目の元気（自立支援ショップ）

にて、自主製品の常設販売を継続実施します。横代市民センター文化祭など、地域や学

校・企業など関係機関の行事に積極的に出店し、広報活動を図ります。 

7 施設行事を積極的に地域へ広報に努めます。 

ボランティア講座や南活フェスタなど行事が催される際は、地域に配布する新聞（約 

4,000部）にチラシで広報し、横代市民センターが配布する「横代だより」に掲載をお

願いするなど地域への広報に努めます。 

エ 利用者の障害特性に応じた適正なサービス提供計画（個別支援計画）の作成

について 

1 障害特性を考慮し、一人ひとりの生活ニーズに応じるため、適切な個別支援計画

を作成します。ニーズの変化により随時加除修正します。 

可能な限り自立した日常生活や社会生活を営むための支援サービスを提供するため、

利用者の要望聴き取りを着実に行い、「元気にすること、力を引き出すこと（エンパワメ

ント）」の視点を重視し、利用者一人ひとりのニーズに応じた個別支援計画の作成を行い

ます。 

個別支援計画作成にあたっては、次頁「個別支援計画の流れ」の手順で、各専門職員

（介護・看護・食事・リハビリ部門）の意見及び利用者の主治医の指示・指導や嘱託の

医師（内科、整形外科）の指導助言を受け、多角的に検討し、立案します。 

また、利用者のニーズや状態等の変化により、サービス内容を変更する場合は、本人

及び家族に説明し、了承を得た上で計画の加除修正をします。 

さらに、年度変わりに次年度も利用継続される方には本人、家族にサービス内容等を
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確認し、要望や願いを受け止めたケアプランを作成・提示するなどして、変更点、改善

点を説明します。 

２ 適切な個別支援計画を立案できるよう職員の育成に努めます。

職員の資質を日常から高め、より適切な計画策定や実際の業務ができるよう、これま

でも市・県の社会福祉協議会及び施設協議会の主催する講習会や研究大会などにサービ

ス管理責任者及び職員を順次派遣し、専門性のある職員の育成と情報収集に努めます。

今後も内部研修はもとより、外部での研修受講も積極的に継続して、より適切な支援

計画とサービスの提供できるセンターを目指します。

   ※次頁資料 「個別支援計画の流れ」参照 

生活介護レインボー支援計画の流れを例示しています。 

   別添資料⑥ 「個別支援計画」様式 参照 

オ 利用者の家族支援（障害者を介助する保護者等）についての基本的な考え方

や具体的な取り組みについて 

～利用者が安心・安全・快適に生活していくために、家族の相談に誠実に応える～ 

家族支援は、利用者の日々の心身安定に不可欠なものと考えます。交通手段など、家

族の都合で利用者が支援を必要とする場合、基本的には個々の事業所ごとに、相談支援

し課題解決に当たりますが、当センターの「複合施設」という利点を生かし、センター

内の他事業のノウハウの活用で解決できるものであれば、迅速に対応します。 

また、相談支援事業所や区役所相談窓口等はもとより、北九州あゆみの会他事業所及

び他法人事業所等のノウハウ・資源の活用が必要な場合は、関係施設と相談・協議し、

問題解決を図るなど家族を支援します。 

さらに、家族のニーズに応じて福祉制度等の情報提供に努めます。家族会の場を利用

して定期的に交流、情報交換し、必要に応じて臨時の説明会・学習会を設けるなど、理

解・啓発に努めます。 

2-(2) 利用者の満足向上

ア 利用者の満足が得られるための取り組み 

1 北九州市実施の利用者アンケート満足度の向上を目指します。

   各サービス「とても良い」「良い」を合せた評価の向上を目指します。 

アンケート満足度

 ２8年度 ２9年度 30年度 31年度 32年度 

障害者支援施設 

（入所施設）

72%    75% 

生活介護 

レインボー

88%    90% 
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就労支援 
（移行支援・継続B型） 

78%    80% 

2 利用満足度の向上・維持に向けたニーズの把握に努めます。 

（1）利用者満足度調査を実施（年1回）します。 

個別支援計画作成の際は利用者へのニーズ調査を実施するとともに、支援計画説

明の際に具体的に確認し利用者の本音の希望を把握します。それを支援計画の改善

に生かすことから、職員の質の向上にも活用し、真のニーズに沿ったサービス提供

に努めます。 

（2）利用者代表（利用者自治会役員）と懇談（毎月１回）します。 

入所施設及び通所施設（生活介護レインボー・就労移行支援事業・就労継続支援

Ｂ型事業）では、利用者自治会代表者等と行事の立案、要望事項などを職員と懇談

を行い、実際の支援に具現化することによって、利用者の満足が向上していくよう

努力していきます。 

（3）食事に関する満足度の把握をします。

利用者の毎日の食事に対するニーズを拾い上げるため、年間 1 回「食事アンケー

ト」を実施します。特に入所部門の利用者には、要望に沿った「バイキング食」や

「誕生日希望メニュー」「鍋食」「外注食」等を取り入れ好評を得ています。以後も

高い評価維持を目指します。 

（4）快適な排泄支援に取り組みます。 

「排泄介助」は生活の質の向上には欠かせない支援です。当センター入所施設で、

重度の障害のためオムツを使用する利用者の「尿もれ」を改善するため、利用者の

個々「排泄量」「排泄姿勢」のデータを集計し、吸水量や大きさ等個々に合ったオム

ツの提供を続けます。  

現在はほぼ漏れのない状態を達成しており、今後も快適な排泄の支援の維持に努

めます。 

（5）活動プログラムの充実を図ります。 

     利用者へ多様な活動プログラムを提供するため、生活支援員の提供するプログラ

ムだけでなく、ダンスや音楽療法の専門知識を持った指導員を定期的に依頼し、多

面的な支援の充実を図ります。 

3 多様なニーズに応えるため、外部機関と積極的に連携します。 

（1）嘱託医師による回診・相談を実施します。 

     入所施設並びに生活介護レインボーにおいては、嘱託内科医師が毎週水曜日午後、

施設内を巡回し、回診するなど健康相談体制を整えています。 

  また、整形外科医による訓練内容及び補助具等の指導・相談を隔月に実施します。 
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（2）安全・安心のため、協力病院の確保と看護体制の整備を図ります。 

体調面の急な変調等への対応の協力病院を確保しています。 

（北九州総合病院・市立総合療育センター・中村内科クリニック） 

     今後も、嘱託医師の指示・指導のもと、ニーズに沿ったより良い看護体制強化に 

努めます。 

（3）ボランティアの育成と活用を推進します。 

平成 17 年度から「ボランティア入門講座」及び平成 18 年度からボランティア

とのパイプ役の職員を育成する「ボランティアコーディネイター研修」を開催し、

施設利用者の活動を支援いただく「ボランティア」の育成に努めます。

※ ボランティア活動実績 述べ 498名が活動 

平成 26年度 職員コーディネーター受講 ６名 

ボランティア養成講座受講 1名（平成27年度８名受講予定）

当センターに関わるボランティアグループ ※（）内登録数 

・れんげ（14名） ・あひる（５名） 

・百瀬ミュージックボランティア（７名） 

・横代地区自治連合会（約30名） 

・小倉電気工事業協同組合青年部（約12名） 

（4）生活のうるおいのため「美容室」「歯科治療室」を開きます。

入所施設の利用者の要望を受け、美容室（月 2 回）及び歯科診療室（週２日）を

センターで開いています。本人並びに家族からも感謝されており、今後も継続します。

イ 利用者の意見を把握し、それらを反映するための仕組み 

1 個別担当者を配置します。 

利用者には個別担当者を配置し、随時利用者や家族に書面等で意見をいただき、生活

プログラムや活動の内容に反映させています。 

特に、個別支援計画の立案時やモニタリング時期などには、書面等だけではなく、直

接面談を行い様々なニーズや意見・要望の把握に努めます。 

それをもとにケース担当者（日常生活支援担当者）、リハビリ担当者、食事担当者、看

護担当者等がそれぞれの専門性を生かして応える計画を策定するなど、意見や要望を反

映する仕組みを整備します。 

2 利用者の代表との懇談を実施（毎月１回）し、活動内容を共に考える機会を持ちます。

日々の生活が利用者にとって過ごしやすくなっているか、個々の聞き取りに合わせて、

利用者の代表（自治会役員）との毎月１回定期的に懇談を行います。生活上の諸問題、

職員の対応、日帰り旅行や忘年会などの行事の実施なども話し合い、利用者が主体的に

活動し、社会参加して行くことを支援します。 
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ウ 利用者からの苦情に対する対策について 

～苦情を大切に、迅速に対応します～ 

日々の要望や相談や苦情は速やかに情報を客観的に整理し、回答や対応策等の説明も 

速やかに行うよう努めます。また、日頃より、家族会や利用者の自治会で意見・要望を 

汲み取る機会を設け、迅速な対応に努めます。 

 法人では「福祉サービス苦情解決実施要綱」を整備し、法人本部及び各施設が一丸と 

なり、苦情解決に取り組んでいます。 

「苦情」をより吸い上げるため、定期的な施設巡回を実施し「第三者委員」と利用者 

代表が直接意見を交わし、苦情を伝えます。「苦情」は第三者委員より報告があり、その

一つひとつの案件について年度内に対処・結果を報告するよう迅速な対応に努め今後の

運営、指導に役立てております。  

※ 次頁資料 小倉南障害者地域活動センター「苦情解決の仕組み概要図」 参照 

エ 利用者への情報提供の取り組み 

～情報を提供し、確実な伝達に努める～ 

1 利用者に関する情報は利用者本人（家族）の求めがあった時に開示します。 

※23ページ２－（6）－ア「施設の利用者の個人情報を保護するための対策について」 参照 

2 家族会で、施設の現状を丁寧に説明します。特に入所部門では欠席した家族に説明資

料を郵送し情報提供に努めます。 

  ※別添⑦ 家族会説明資料 参照 入所施設の例示します 

3 法人の会報やセンター広報誌は利用者・家族等関係者に配布するとともに、いつでも

だれでも閲覧できるようセンター内掲示板に掲示します。 

4 看護師による「健康便り」や栄養士による「給食だより」など、毎月または季節毎に 

配布します。 

   ※別添⑧ 健康だより、給食だより 参照 

 5 行事予定や職員勤務表、施設外でのイベント等も掲示板を活用し、周知します。また、

必要事項は毎日の朝礼や食事前の揃った機会等に報告・連絡し、自治会役員を通じて周

知するなど、より確実な情報提供と伝達に努めます。 

 6 利用者自治会が希望する新聞を購入し、自由に閲覧できるようにします。 

オ 利用者のニーズ等に沿った取組み 

～年度初めに作成した個別支援計画の目標・サービス内容に沿って支援します～ 

1 介護情報支援システムで介護の情報を正確に記録し、全事業所でネットワークを構築し情報を 

共有することで業務の効率化を図っています。 
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当施設では開所当初より、全国の障害者施設に先駆けて「介護情報支援システム」を 

導入しています。これは日常生活の「支援」に関する諸データを確実に記録し、集計す 

るシステムです。 

その支援記録は、事前に入力した利用者の「個別支援計画」とリンクしており、項目

に沿って支援記録を入力することにより、職員の「記録のレベル差」による内容の格差

が解消し、記録作成時間の短縮にも繋がります。さらに「Ｉｐａｄ」の活用により、ス

タッフルームのパソコン上だけでなく、どこからでも入力や、支援指示、支援記録が確

認でき、常に職員間の情報共有化を図っています。 

蓄積された支援記録は、利用者の細かな生活パターンもデータとして表示されるため、

多様な分析が可能です。 

このシステムを継続することにより、業務の効率化を図り、利用者の皆様へより良い

サービスの提供を目指します。

2 利用者の心身の状態の変化にも迅速に対応します。 

利用者の体調急変への対応をマニュアル化し、深夜でも迅速に対応できるよう体制を

整えています。 

また、年度途中で利用者の心身の状態に変化があった場合も、サービス管理責任者を

中心に関係職員の集う「ミニカンファレンス」を実施し、適切な支援の内容を確認した

上で、職員朝礼や職員会議等で全職員に周知し、新たな対応を確実に実施し、チェック

します。 

   ※別添⑨ 急変時対応マニュアル 参照 

カ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な提案 

１ 利用者の自己選択・自己決定を大切にしながら「生活」の質の向上を目指します。 

利用者の声に常に耳を傾け、個別の聴き取りや自治会との情報交換等を通してニーズの把

握をし、改善策等の提案を着実に行います。

日常生活全般にわたって、介護の必要な利用者のニーズは慎重に把握し、「うるおいとい 

きがいのあるサービスの提供」に努めます。 

特に、体調に変化をきたしやすい方が多い入所施設では、言葉による意思表示が困難な 

方にも、活動の「動」と「静」を組み合わせ、生活にメリハリをつけるよう工夫し、常に表

情や発声に気配り・目配りで内なる声をとらえるように努めます。 

また、花見、忘年会、花火大会などの季節行事や日帰り旅行などの一般行事の企画と 

実施は、利用者の希望・意思に基づいて企画します。生活のプログラムに変化をもたせると

ともに、可能な限り利用者が「自己選択・自己決定する」活動となるよう、支援に努めます。 
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2 職員の職場環境を改善していきます。 

職員のストレスを減らすことは、利用者へのより良いサービスにつながると信じます。 

そこで、毎月1回開催する産業医参加の「衛生委員会」を中核に職場環境の改善に取

り組みます。 

また、「メンタルヘルスチェック」を年１回実施し、職員の心の変調の早い気づきの機

会を設け、対応できる体制を整えます。 

【衛生委員会で意見が出て改善した平成26年度実績】 

① 夏季の職場環境改善のため、空調が届かない場所等に扇風機を設置した。 

② 職員駐車場に水たまり発生したため整地した。 

③ 腰痛対策のため腰かけて更衣ができるベンチを更衣室に設置した。 

④ 男性トイレの開閉が悪く、戸車を入れ替えた。 

⑤ 女性更衣室の広さを確保するため、ロッカーを移動した 

2-(3) 指定管理業務に係る費用

ア 指定管理業務に係る費用について 

物品の購入を計画的に行うことはもとより、事業所間の共同利用や、積極的な省エネ

で水光熱費の節約を図るなど経営努力に努めます。

収入の3％以上は、法人本部と連携して将来の施設整備のため積立を行います。 

また、送迎車両の修理・買い替え、物品や機器の修理・購入、施設の補修等を適切に

行い、安全・安心な環境づくりに今後も引き続き努めます。 

イ 収入を最大限確保する提案について 

   適切な請求事務等を行うため、報酬改定時には法人の各事業所の請求担当者並びに管

理者が集まり勉強会を実施し、偏った解釈で請求誤りや漏れがないよう努めます。 

   また、法人で中期計画を策定し、具体的な計画をもって利用者増に努めます。 

   ※次ページ 社会福祉法人北九州あゆみの会 中期（事業）計画 参照 

ウ 利用料金の設定について 

   利用料金については、「北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例」第 6 条

別表第 4 に規定する厚生労働大臣が定める基準（「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準」）により算定した額を徴収します。 
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エ 市に対する収益の納付について 

   収益は、利用者の活動充実や費用の一部補助など利用者の還元に努めます。 

 ただし、各年度の収支差率が当該年度の直近に行われた厚生労働省の「障害福祉サー

ビス等経営実務調査」の障害福祉サービス収支差率を超過した場合、超過分の1/2を限

度に北九州市と協議した額を納付します。 

2-(4) 収支計画の妥当性及び実現可能性 

ア 施設の管理運営に係る収支計画の内容及び算出根拠 

  法人で５カ年の中期計画を策定しました。（平成27年度～31年度の5カ年） 

国や自治体の動向を踏まえ、人的基盤、財政基盤の充実と確立を目指すため、近い将来

の施設整備に対応するために策定されたものです。 

計画をもとに収入に関しては、数値目標にも掲げているよう更なるサービスの向上に

よる利用者増を見込み少しずつ収入を伸ばすよう計上しております。 

 人件費に関しては定期昇給分と福祉人材確保のため法人が取り組む正規職員登用制度

の充実等を考慮し算出しました。 

イ 指定管理業務の適切な再委託について 

経費節減並びに専門業者のノウハウを活用し、業務の再委託を行っております。 

※次ページ 再委託業務一覧 参照  

2-(5) 管理運営体制など

ア 施設の管理責任者、管理体制について 

施設管理体制についてセンター長・副センター長を管理者とし、以下の5部門にサービ 

ス管理責任者となる統括主任及び主任を置き、管理運営に必要な専門知識や実務経験のあ

る職員をリーダーとして各部門へバランス良く配置、管理しています。 

1 障害者支援施設・短期入所事業    

2 放課後等デイサービス事業 

3 生活介護事業レインボー 

4 就労移行支援事業 

5 就労継続支援B型事業   
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イ 施設の管理運営にあたる人員の配置について 

当センターは、利用者個々の障害特性に対応するため、介護福祉士、理学療法士・作業

療法士等を各事業所に配置しています。

  入所施設には、重度の障害に対応するため介護福祉士を多く配置し、 

生活介護レインボーにも看護師・理学療法士・作業療法士を兼務配置し、センター全体で 

は管理栄養士を配置しています。 

外部折衝の機会の多い就労移行・就労継続支援には、実務経験と折衝力のある職員を核 

となるよう配置しており、多様な障害特性に対応するため精神保健福祉士、社会福祉士等

の資格を持つ職員を配置し、利用者の支援向上に努めています。 
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職員配置表  

役 職 人 数 役 職 人 数 

センター長 1 職業指導員 2（内主任1） 

副センター長 1 就労支援員 1 

統括主任 1 

サービス管理責任者 

生活支援員 44 

主 任 8 

内サービス管理責任者及び 

児童発達支援管理責任者3

目標工賃達成指導員 2 

看護師・准看護師 3（内主任1） 指導員 6 

訓練士 2 技能員 5 

管理栄養士 1 事務員 3（内主任1） 

 嘱託医師 1 

合  計 78 

ウ 施設の管理運営にあたる人員の資格、経験について 

小倉南障害者地域活動センターにおいては、利用者個々の障害特性に対応するため、介

護福祉士、社会福祉士、管理栄養士、看護師、理学療法士・作業療法士を配置しています。 

また実務経験のある職員をリーダーとして各部門へバランス良く配置しています。 

※【様式 13 人員配置計画表】参照 

エ 職員の資質・能力向上を図る取り組みについて 

～職員スキルの向上～ 

職員の専門性を向上させ、より質の高いサービスを目指すために、センター企画の研修・

法人企画の研修・外部機関による研修を計画的に実施します。 

1 日常業務に直結する専門的知識の研修を実施します。（センター企画研修） 

   日常業務に必要な専門知識を学ぶため、各種研修を企画・実施します。 

活動センター内で研修委員会を組織し、下記のような研修を企画立案し実施します。 

    「救急法研修」「看護研修」「介護研修」「消防設備取り扱い研修」 

    「不審者対応研修」「ボランティアコーディネイター養成研修」 など 

2 法人研修委員会で各種研修を企画立案し実施します。（法人企画研修） 

    「人権研修」「虐待研修」「マナー研修」「中堅職員スキルアップ研修」「新人研修」 

   「コミュニケーション研修」「主任研修」「施設長研修」など 
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3 施設外研修に参加します。（外部研修） 

全国身体障害者施設協議会主催の研修や北九州市や福岡県が主催する研修などにも積

極的に職員を派遣し、資質向上に努めます。 

「管内（管外）研修」･･北九州市障害者施設協議会 

   「栄養士研修」･･社会福祉職員研修所主催の研修 

   「施設長・リーダー研修」など･･九州障害者支援施設協議会主催の研修 

※ 次頁「平成２6年度研修実績一覧表」参照 

オ 地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開について 

～地域に根ざし、利用者の活動や生活の幅を広げる為に横代校区自治連合会に加盟する

とともに、地域や関係団体と連携した事業の展開を目指します～ 

連携予定の事業等は次のとおり。  

1 横代校区防災体験学習（横代校区市民防災会） 

2 横代校区の行事（花見会、横代祭、どんと焼、小中学校の諸行事、サンアクアＴＯＴ

Ｏの行事等）に利用者や職員が参加し、また、利用者による地域のごみ・缶拾いを毎月

４～５回実施するなど、地域の一員を実行し、日頃から地域の方々に認識されるよう努

めます。 

3 ボランティアグループ「れんげ」「あひる」（利用者の活動や外出支援） 

4 「百瀬ミュージック」（音楽ボランティア） 

5 「ビューティーヘルパー」（利用者を対象とした理・美容室） 

6 「小倉北歯科医院」（歯科治療室） 

7 「火災避難訓練」（年2回地域住民との協働により実施） 

8 「暴力団対応」や「不審者対策」（小倉南警察署による研修） 

2-(6) 平等利用、安全対策、危機管理体制など 

ア 施設の利用者の個人情報を保護するための対策について 

～利用者の情報を適切に管理します～ 

1 法人で作成した「情報管理規程」を基に、個人情報管理責任者、個人情報管理委員会、

各事業所管理者等を選任し、組織的に個人情報保護に努めます。 

2 職員・実習生には個人情報に関する事項を説明し、遵守するよう誓約を求めます。

3 パソコン等に関してパスワードの設定をするなど、安易に個人情報を閲覧できないよ

うに保護に努めます。 

※ 別添資料⑩ 「社会福祉法人北九州あゆみの会個人情報保護方針」 

  「個人情報に関する誓約書」参照 
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4 防犯カメラを設置し、適切に管理・運営しています。 

  ※次ページ 防犯カメラ運営マニュアル 参照 

イ 施設の利用者に対する人権が尊重され、また、身体拘束及び虐待等の防止策など 

について 

～利用者の人権の尊重に努めます～ 

1 利用者に対する虐待の防止のため、法人では「虐待防止マニュアル」を作成し、虐待

防止に努めています。併せて職員に対する研修の実施や、利用者及びその家族からの苦

情の解決体制の整備その他虐待防止の措置を講じます。 

2 虐待防止委員会（年3回）及びセンター運営会議にて現状確認と自己点検を行います。 

3 身体拘束については、身体拘束に関する同意書をとり、本人や家族にも説明して同意

をいただきます。 

4 加齢や介護度の重度化により支援内容に変更が生じた際はその都度本人や家族に説明

し同意をいただくとともに契約書の中に身体拘束防止を記載し、本人や家族へ説明しま

す。 

5 毎年年１回以上法人職員研修において実施する「人権研修」に参加します。 

※ 別添資料⑪ 「虐待防止マニュアル」「身体拘束に関する同意書」 参照 

ウ 利用者の選定が公平で適切に行われる配慮について 

利用希望者には見学・面談・聞き取りを行い、利用者の障害支援区分や障害特性等の

情報のみで判断せず、医療情報・食事情報等を総合的に検討し、利用者を公平・平等に

決定するようにしています。 

エ 日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応などについて 

  ～各種マニュアルを作成し、点検・修正していきます～ 

各種マニュアルを整備し、安全対策に努めています。 

また、日常の各業務についても「業務マニュアル」を作成していますが、今後も改善

をしながら、事故防止に役立てて行きます。 

日々の介護業務のなかで事故があった場合は事故直後にミニカンファレンスを実施し

ます。原因を分析し、今後どうして行くべきかを検討し、「事故報告書」や「緊急受診報

告書」等により、具体的に職員全員に周知し、同じ事を繰り返さないように努めてまい

ります。事故までに至らなかった件については、「ヒヤリハット」報告により職員に周知

し、事故の未然防止に努めています。 

また、各事業所代表、看護師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・事務職の各職

種代表をメンバーとする「安全対策委員会」を月１回開催し、センター全体にかかる問

題を取り上げ、対応策や方針を協議します。決定事項を各事業所の全職員に周知するこ
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とから、センター全体が組織的に一体化する取り組みをします。 

また、事故発生時の職員の報告・連絡・相談のあり方をフローチャートでわかりやす

くまとめた「事故後連絡・対応一覧表」を作成するなど、迅速かつ効率的に対応できる

資料作成などにも取り組みをし、組織全体のステップアップを図ります。 

別添資料⑫ 「業務マニュアル」 参照 

業務マニュアルは障害者支援施設のものを例示します 

別添資料⑬ 「事故報告書の様式」・「ヒヤリハット報告書の様式」  

別添資料⑭ 「事故後の対応・報告一覧表」参照 

オ 衛生管理及び感染症防止への対応策などについて 

  センター利用者の健康保持増進のため、環境の整備、清掃、消毒、点検（給水、空調、

水質等）を適切に行い、衛生管理を徹底します。 

  また、「感染症防止マニュアル」に基づき、感染症の予防（手洗い、咳エチケット等の標

準予防策の徹底や、感染症知識習得のため、職員研修の実施）や、発生時の拡大防止（速

やかな情報収集や伝達、職員媒介の感染拡大を防ぐための職員のインフルエンザ予防接種

の積極的な実施）に努めます。 

※ 別添資料⑮ 感染症マニュアル 

（感染症予防・感染症及び食中毒発生時対応マニュアル）

カ 防犯、防災対策や非常災害時の危機管理体制などについて 

～日常のあいさつや声かけを徹底し、各種マニュアルの整備と周知に取り組みます。～ 

 1 防犯体制を整備する。 

利用者の安全を考慮し、危機管理を徹底するため施設にて「不審者対応マニュアル」

を整備しています。そのマニュアルを職員へ周知徹底し日常的に防犯の意識を高めるた

め、年１回小倉南警察署防犯係協力のもと、実際に不審者が入ったことを想定した「防

犯実践研修」を実施します。併せて「暴力団対策」の研修を実施します。 

   また、センター内に防犯カメラを設置し、犯罪防止や事故防止に努めます。 

※ 別添資料⑯ 「不審者侵入・緊急対応マニュアル」参照 

2 防災体制を整備します。 

防火管理者を置いて、年２回の「防災訓練」や年１回の「防火設備取り扱い研修」を

近隣住民の皆様の協力のもと実施して行きます。 

   平成 25 年度から地域住民参加の「横代校区地域防災訓練」に協力し、横代中学校 1

年生及び地域住民の方（約 100 名）に施設を開放し、備蓄食料の試食など施設での防

災・安全講習を実施し、地域との防災連携に努めます。 

  また、当センターは、北九州市の要請で福祉避難所を開設し、「災害時の福祉避難所の

設置運営に関する協定書」を締結しています。 
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センターでは「福祉避難所開設・運営マニュアル」を策定し、北九州市から福祉避難

所として要請があった場合、どのような準備をして、どのように行動したらよいのか、

さらに、想定外の要介護者が支援を求めた場合の行動指針も合わせて策定し職員に努め

ます。 

   保管場所を鑑み、防災マニュアルに定める、地震、風水害などの対応の周知に努め、

非常用物品や非常食の備蓄を行います。 

※ 別添資料⑰ 「防災マニュアル」参照  

※ 別添資料⑱ 「福祉避難所開設・運営マニュアル」参照 

3 職員の「交通事故0」「飲酒運転撲滅」運動の取組み（再掲） 

無事故継続を目指して、公用車鍵置き場に職員の意識を高める目的で「無事故連続○

日目」を掲示し、より慎重な運転を心かげます。 

併せて、平成25年 7月福岡県「飲酒運転撲滅企業」として登録し、公用車の運転前

に必ずアルコール呼気チェックを行い、飲酒運転撲滅に積極的に取り組みます。 
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《様式12》

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

6,390 6,550 6,710 6,870 7,029 33,549 収入項目内訳書のとおり

480,432 488,772 494,163 494,163 494,163 2,451,693

100 100 100 100 100 500

1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 6,070

488,136 496,636 502,187 502,347 502,506 2,491,812

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

74,573 74,833 75,193 75,353 75,512 375,464 支出内訳書のとおり

①就労支援事業支出 6,390 6,550 6,710 6,870 7,029 33,549

②事業費 68,183 68,283 68,483 68,483 68,483 341,915

335,008 340,261 346,749 352,193 357,737 1,731,948 支出内訳書のとおり

46,956 46,956 47,056 47,056 47,056 235,080 支出内訳書のとおり

10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 54,500 支出内訳書のとおり

467,437 472,950 479,898 485,502 491,205 2,396,992

467,437 472,950 479,898 485,502 491,205 2,396,992

488,136 496,636 502,187 502,347 502,506 2,491,812

467,437 472,950 479,898 485,502 491,205 2,396,992

20,699 23,686 22,289 16,845 11,301 94,820

計

３．施設維持管理に関する経費

1.就労支援事業収入

2.利用料収入

収入計画
区　分

２．人件費

3.経常経費寄付金収入

4.その他の収入

収入合計（Ａ）

計 備　考

北九州市立小倉南障害者地域活動センターに関する収支計画書

１．事業費

【支出見積】

区　分
支出計画

【収入見込】

摘　要

（単位：千円）

指定管理料

消費税

合　　計（Ｂ）

４．その他管理運営に関する経費

小　　計

【収支明細】

収入合計（Ａ）

支出合計（Ｂ）

収支差（Ａ）－（Ｂ）
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平成２７年１１月１２日

保健福祉局障害福祉課

指定管理者候補の選定結果について 

下記のとおり、指定管理者の「候補」が選定されました。指定管理者の指定につい

ては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があり、

平成２７年１２月議会の議決を経た後に正式に指定することとなります。 

１ 指定概要 

（１）施設概要 

名 称：北九州市立八幡西障害者地域活動センター 

    所在地：北九州市八幡西区香月西四丁目５番３号     

施設内容 

①施設概要 

        敷地面積：約８，５２２㎡ 

       構  造：鉄筋コンクリート造１階建 

       規  模：延床面積約１，６４４㎡ 

②事業内容 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下 

「障害者総合支援法」）に基づく生活介護事業 

・障害者総合支援法に基づく自立訓練事業 

・障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業 等 

（２）指定期間 

    平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

（３）指定管理者候補の概要 

    名 称：社会福祉法人 北九州市手をつなぐ育成会 

    所在地：北九州市戸畑区沖台二丁目４番８号 

    主な業務内容：第一種社会福祉事業（障害者支援施設の運営） 

           第二種社会福祉事業（障害福祉サービス事業の実施） 

           北九州市からの委託事業（日中一時支援事業ほか） 

２ 指定の経緯 

平成２７年７月９～１５日 募集要項配布 

平成２７年９月１１日   募集締め切り 

平成２７年１０月１９日  指定管理者検討会の開催 

平成２７年１１月     指定管理者候補を決定
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（１）応募資格 

①法人であること。 

    ②本社、本店又は主たる営業所、事業所等を、事故など緊急な対処を要する

事態が発生した場合に迅速に対応できる場所に有するもの。 

    ③募集説明会に参加していること。

（２）応募状況 

    説明会参加：２団体 

    応募件数：１団体（社会福祉法人 北九州市手をつなぐ育成会） 

３ 選定方法 

指定管理者の選定に当たっては、学識経験者や専門家等による指定管理者検討

会を開催し、応募者から提出された事業計画書等について検討しました。市は、

検討会の検討結果を参考に指定管理者候補を決定しました。 

４ 検討会構成員 

・[民間経験者] 大野 元次（北九州市知的障害者相談員協議会 副会長） 

・[民間有識者] 緒方 有為子（北九州福祉サービス株式会社 統括部長）  

・［学識経験者］門田 光司（久留米大学 教授） 

・［公認会計士］松田 融（松田会計事務所） 

※ 五十音順 

５ 選定基準等 

選定基準（＝審査項目）及びポイント

１ 指定管理者としての適性

（１）施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針

① 応募団体が、市の当該分野における基本的な政策や計画、あるいは施設の設置目的や性格等
を十分に理解した上で、それらに適合した管理運営（指定管理業務）に対する理念や基本方針
を持っているか。

（２）安定的な人的基盤や財政基盤 

① 長期間安定的な管理運営（指定管理業務）を行っていくだけの人的基盤や財政基盤等を有し

ており、又は確保できる見込みがあるか。

（３）実績や経験など 

① 応募団体が同様、類似の業務の実績を有しており、成果を上げているか。

② 応募団体が施設の管理運営（指定管理業務）に関する専門的知識や資格、経験を十分に有し
ており、熱意や意欲を持っているか。

２ 管理運営計画の適確性

【有効性】 

 （１）施設の設置目的の達成に向けた取組み 

① 施設の管理運営（指定管理業務）に係る事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、
施設の設置目的に沿った成果が得られるものであるか。

444



② 施設の利用者の増加や利便性を高めるための実施可能な提案があるか。

③ 施設の設置目的に応じた営業・広報活動に関する効果的な提案があるか。

④ 利用者の障害特性等に応じた適正なサービス提供計画（個人計画）の作成等についての提

案があるか。

 ・発達向上 ・社会性の向上 ・身体機能の維持、向上 ・自立支援 など

⑤ 利用者の家族支援（障害者を介護する保護者等）についての基本的な考え方や具体的な取

り組み等の提案があるか。

（２）利用者の満足度

① 利用者の満足が得られるよう十分に考えられているか。

② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築しているか。

③ 利用者からの苦情に対する対策が十分に考えられているか。 

④ 利用者への情報提供が図られるよう十分に考えられているか。 

⑤ 利用者のニーズ等に沿った取り組み（社会参加や生きがいづくりなど）が考えられている

か。 

⑥ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な提案がなされているか。 

  ※就労移行支援・就労継続支援のサービスを提供する施設は、以下を提案に記載すること。

   利用者の一般就労、工賃（賃金）の向上のための具体的な取り組みが考えられているか。

【効率性】

（３）指定管理料及び収入

① 指定管理業務に係る費用（指定管理料）が最小限に抑えられているか。

② 収入が最大限確保される提案であるか。 

③ 完全利用料金制の場合、市に対して収益の一部を納付する提案があるか。 

（４）収支計画の妥当性及び実現可能性

① 収支計画が妥当かつ、実現可能な提案であるか。

② 経費の配分は適切であるか。

③ 積算根拠は明確であるか。 

④ 再委託が適切な水準で行われているか。 

【適正性】

（５）管理運営体制など

 ① 施設の管理責任者、管理体制が明確に示されているか。 

 ② 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であるか。 

 ③ 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員が必要な資格、経験などを有しているか。

 ④ 職員の資質・能力向上を図るよう考えられているか。 

 ⑤ 地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開が図られるものであるか。 

（６）平等利用、安全対策、危機管理体制など

 ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が十分に考えられているか。 

 ② 施設の利用者に対する人権が尊重され、また、身体拘束及び虐待等の防止策が十分に考え

られているか。 

③ 利用者が限定される施設の場合、利用者の選定が公平で適切に行われるよう配慮されてい
るか。 

 ④ 日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応などが十分に考えられているか。 
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 ⑤ 衛生管理及び感染症防止への対応策が十分に考えられているか。 

 ⑥ 防犯、防災対策や非常災害時の危機管理体制などが十分考えられているか。 

【評価レベル】 

評価 

レベル 
乗 率 評価レベルの考え方 

５ １００％ 
特に優れている（市の要求水準を大幅に上回っている、高度な能力を有

している） 

４ ８０％ 優れている（市の要求水準を上回っている、十分な能力を有している） 

３ ６０％ 普通（市の要求水準を満たしている、一応の能力を有している） 

２ ４０％ 多少不十分である（市の要求水準を下回っている、多少能力が乏しい） 

１ ２０％ 不十分である（市の要求水準を大幅に下回っている、能力が乏しい） 

０ ０％ 劣っている（能力がほとんどなく、任せることに不安がある） 

６ 審査結果 

（１）評価レベル及び得点 

団体名 
選定基準（＝審査項目） 

及びポイント 
配点 

評価レベル 

得点 構成員 
平均 

審査 

結果 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

社会福

祉法人

北九州

市手を

つなぐ

育成会

１ 指定管理者としての適性

(1) 施設の管理運営に対する

理念、基本方針 
5 3 4 3 3 3.2 3 3 

(2) 安定的な人的基盤や財政

基盤 
5 4 3 4 4 3.7 4 4 

(3) 実績や経験など 5 4 4 4 4 4 4 4 
２ 管理運営計画の適確性

【有効性】 

(1) 施設の設置目的の達成

に向けた取組み 
25 3 3 3 4 3.2 3 15 

(2) 利用者の満足度 20 4 3 4 4 3.7 4 16 
【効率性】

(3) 指定管理料及び収入 10 3 4 4 3 3.5 4 8 
(4) 収支計画の妥当性及び

実現可能性 
10 3 4 4 3 3.5 4 8 

【適正性】

(5) 管理運営体制など 10 4 4 4 4 4 4 8 
(6) 平等利用、安全対策、危

機管理体制など 
10 3 4 4 3 3.5 4 8 

合  計 100 68 70 74 73 ― 74 
地元団体に対する優遇措置（５点） 79 

※「平均」欄は小数点第１位まで記入。小数点第２位以下は切捨て
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（２）検討会における主な意見 

【指定管理者としての適性】 

 ・理念や基本方針を有していると認める。 

 ・人材育成のトータル人事システムが評価できる。 

 ・長年の運営実績から専門性を活かしたノウハウを有している。 

【管理運営計画の的確性】 

 ・障害のある方に専門的な支援を継続して職員の育成にも努力している。良 

質なサービス、地域活動等に事業管理が図られている。 

    ・満足を得られるような具体的な取り組みがなされ、又苦情等に対しても対 

策が講じられている。 

    ・職員の資質向上に向けた取り組み内容が評価できる。 

（３）検討会における検討結果 

応募団体について検討会で審査した結果、指定管理者の適性については３つの

審査項目のうち、２つの項目で評価レベル４、１つの項目で評価レベル３、有効

性においては２つの審査項目について評価レベル４と３、効率性の２つの審査項

目については評価レベル４、適正性の２つの審査項目については評価レベル４と

なり、全体的に市の要求水準を満たしており、一応の能力を有していることが認

められた。 

なお、職員の定着率、人材のバランスの確保の観点から、「若い支援員が多い 

事はいい事だが、職員の定着率を高める取り組みを行い、職員の仕事の負担を少 

しでも軽減し、ベテラン支援員とのバランスに努めること。」の付帯意見を付す 

こととなった。 

７ 選定結果 

市は、検討会の検討結果を参考に、社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会を

指定管理者候補に選定しました。 

（１）選定された団体の主な提案内容 

別紙「提案概要」のとおり 

（２）市における主な選定理由 

・長年にわたり、法人立の障害者・障害児施設の運営を行っており、障害福祉

に関する専門的知識や経験、ノウハウを有している。八幡西障害者地域活動

センターについても、平成１２年の開設当初から円滑に管理運営を行ってき

た実績がある。 

   ・平成１８年度からは、指定管理者として施設の管理運営を行っている。施設

の設置目的等についてよく理解しており、施設の管理運営に関して強い意欲

が感じられる。 

   ・法人全体で、社会福祉士等の資格取得者を数多く有しており、さらに将来の

人材育成についても積極的に取組む姿勢がある。また、各種の研修制度等に
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より職員の資質向上等に努めている。 

   ・十分な基本財産を有しており、財政基盤は安定している。また、経費削減に

ついても一定の取組みがなされている。 

   ・利用者や家族のニーズに基づく個別支援計画の策定、社会参加の推進、苦情

対応、情報提供など、利用者（障害者）の満足向上に関しても、実績を踏ま

えた様々な提案がなされている。 

８ 提案額 

０千円
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提 案 概 要 

（北九州市立八幡西障害者地域活動センター 指定管理者） 

団体名： 社会福祉法人 北九州市手をつなぐ育成会 

１ 指定管理者としての適性について 

（１） 施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針 

八幡西障害者地域活動センターは、障害のある人たちの地域での活動の場として、障害の種別

や程度にとらわれず、福祉の向上、自立と社会参加を支援します。 

１．ひとりひとりの個性を大切にし、できる限り自己決定を尊重した支援を行います。 

２．利用者にあわせ社会参加を進めていきます。 

３．利用者が市民の一人として地域で暮らせるように支援していきます。 

４．良質のサービスが提供できるように職員は自己研鑽につとめます。 

（２） 安定的な人的基盤や財政基盤 

27 年度 6月で 403 名の職員が在籍、人材育成を核とした教育研修、評価、処遇、福利厚生が連

動したトータル人事システムを導入しています。さらに、メンタルヘルス対策にも万全を期すと

共に、職員の人生に関わるキャリア形成支援を法人として取り組むよう努めます。また、法人内

の複数のサービスを有機的に連携、発展させるためにサービスアドバイザー、サービスマネージ

ャーを配置しています。財政基盤については、北九州市の指定管理施設の民間譲渡による施設再

整備により、自己資金の支出や福祉医療機構、金融機関からの借入を行っていますが、「流動比率」

「固定長期適合率」「純資産比率」は健全な指標となっています。今後も法人全体で利用者サービ

スの質の向上に取り組み、利用者ニーズに応じたサービスの展開を図り、法人全職員が一丸とな

って安定経営に取り組んでいくこととしています。 

（３） 実績や経験など 

当法人は昭和 53 年に設立しました。現在 7ヶ所の指定管理施設を受け、それ以外にも法人立の

事業所を立ち上げ、全体で市内に 33 施設・事業所、59事業を展開し 37年の歴史と実績を有して

います。平成 25年度から民間譲渡に基づく再整備を推進し、東部・中部・西部の各エリアに育成

会会館を建設し、地域生活支援の一体的サービス提供の拠点としています。人材育成に特に力を

入れ、資格取得者（社会福祉士 55 名、精神保健福祉士 22名、介護福祉士 68名）であり、各施設・

事業所における OJT を積極的に活用しサービスの向上を図っています。また、地域活動も盛んに

実施しており、法人として年間 100 件を上回る地域活動へ参加しています。 

《様式 9》
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２ 管理運営計画の適確性 

【有効性】に関する取組み 

（１） 施設の設置目的の達成に向けた取り組み 

幅広いニーズを持たれた様々な障害のある方に対して、専門的な支援が継続して提供できる職

員の育成に力を入れていきます。これまでも取り組んできた地域での活動をより一層推進し、暮

らし慣れた身近な地域において、良質なサービスが提供できる体制づくりを進めていきます。ま

た、効率的な運営が図られるように、事業管理を徹底していきます。 

（２） 利用者の満足度 

利用者のニーズに基づいた個別支援計画にそった活動を展開や、利用者が主体的に参加できる

行事の取り組みを進めます。また、法人独自の利用者・家族による評価、職員による自己評価、

外部委員による評価を実施し、サービスの向上とサービスの創出を進めます。法人全体で利用者

から寄せられる苦情相談に積極的に対応し、迅速かつ公正な解決を図ります。 

【効率性】に関する取組み 

（１） 指定管理料及び収入 

事業所収入については、障害福祉サービス費による収入と利用者負担金による収入とします。

可能な限り多くの利用者を受け入れ、その収入を安定させるとともに、サービス向上に努めます。

（２） 収支計画の妥当性及び実現可能性 

現在、どの事業も高い水準で利用率が推移しており、予定される指定管理期間においても収支

は確実にとれるものと考えられます。その為に、今後も慢心することなくサービスの質の向上に

努めていきたいと思います。 

【適正性】に関する取組み 

（１） 管理運営体制など 

法人の人事制度、教育研修制度に沿って、職員の資質・能力向上を図ります。各種国家資格保

有職員を配置し、専門的な支援が行える体制整備を進めます。サービス提供現場での OJT,外部研

修や講演会等への参加、資格取得に向けた自己研鑽に努めます。地域行事への参加、地域の社会

福祉協議会等に積極的に参加し、友好的な関係づくりを進めるとともに、地域づくりの一翼を担

います。 

（２） 平等利用、安全対策、危機管理体制など 

法人幹部会議にて危機管理報告を実施すると共に、事業所では、夜間機械警備、さすまた、AED

の設置、避難訓練の実施等で万一の事態に備えます。さらに、地域で一体的に防犯体制および災

害時対応等が遂行できるように、地域との関係づくりに努めています。知的障害のある方を支援

するための行動規範や障害者虐待防止チェックリスト等を活用した職員への人権尊重に対する教

育を徹底しています。八幡西障害者地域活動センターの見学や説明を受けた後、正式に希望を出

された利用者を希望受付順に受入れ体制を整え、利用契約を行っています。緊急性については区
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役所総合相談窓口等とも調整した上で勘案しています。また、障害者差別解消法及び障害者虐待

防止法を遵守し、適切な支援を行います。 

提案額（千円） 

２８年度 0 千円 

２９年度 0 千円 

３０年度 0 千円 

３１年度 0 千円 

３２年度 0 千円 
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